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Ⅰ 特定事業主行動計画策定の趣旨・目的 

 我が国における、次代の社会を担う子供が健やかに生まれ、育てられる環境を社会全体

として整備していくことが必要とされ、１０年間の時限立法として次世代育成支援対策推

進法（平成１５年法律第１２０号。以下「次世代法」という。）が制定され、平成１７年４

月１日に施行されました。 

しかし、少子化進行への歯止めが効かず、引き続き事業主における仕事と子育ての両立

について、より一層の取り組みが必要であるとして、時限立法であった次世代法の改正が

行われ、法律の有効期限が令和７年３月３１日まで延長されることとなりました。この法

律は事業主として、地方公共団体を「特定事業主」と位置づけ「特定事業主行動計画」を

策定するよう求められました。 

また、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以

下「女性活躍推進法」という。）において、政府は女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策を総合的かつ一体的に実施するため、基本方針を定め当該基本方針に即した特定

事業主行動計画の策定に関する指針を策定しました。 

吉川松伏消防組合は、上記２つの法律や指針等に基づき、職員が働きやすく活躍できる

環境作りを実現し、全職員が一部の理念や考えに固着することなく、自身のライフステー

ジに合わせていける組織を目指し、次のとおり特定事業主行動計画を策定します。 

なお、吉川松伏消防組合特定事業主行動計画（以下「本計画」という。）は、次世代法第

１９条及び女性活躍推進法第１９条に基づき、関連する行政組織の長である吉川松伏消防

組合管理者、吉川松伏消防組合消防本部消防長、吉川松伏消防組合議会議長、吉川松伏消

防組合代表監査委員、吉川松伏消防組合公平委員会委員長が強い意志を示し策定する本計

画である。   

 

Ⅱ 計画の対象 

 再任用職員を含めた全職員を対象としています。 

 

Ⅲ 計画期間 

 本計画の期間は、令和４年度（令和４年４月１日）から５年間、令和８年度（令和９年

３月３１日）までを計画期間とします。また、必要に応じて随時見直しを行うものとしま



2 

 

す。 

Ⅳ 計画の推進体制 

吉川松伏消防組合では、組織全体で子育て世代及び女性職員の活躍を推進するため、そ

れらに係る事務を消防本部総務課で主管し、本計画の策定・変更及び本計画に基づく取組

の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等について、随時見直しを行うこととし、

毎年７月に次世代育成支援対策の推進に関する職員への周知及び女性活躍推進の公表は、

ホームページを活用して行うものとします。 

 具体的には、管理職員を中心として各法律（次世代法・女性活躍推進法）の趣旨を各所

属職員に積極的に周知し、理解させると共に、休暇制度等の積極的な活用を促し、管理職

員自らが進んで行動を起こすことで、強い意志を全職員に浸透させて、計画の推進を図り

ます。併せて埼玉県の認定制度を有効に活用するため、「埼玉県多様な働き方実践企業」の

認定について、早期に目指すものとします。 

 

Ⅴ 具体的な取り組み及び目標 

１ 意識を改革する 

（１）管理職員が率先垂範 

組織としての意思決定を明確にするため、適切な業務管理を実行し、管理職自らがワー

ク・ライフ・バランスを充実させる行動を起こすことで、全職員への浸透を図る。 

（２）イクボス宣言（１０箇条の実行） 

管理職員はもとより全職員がイクボス宣言を理解する。 

１箇条 理解   

仕事だけでなく、私生活の充実も理解する 

２箇条 ダイバーシティ（多様性） 

   部下の多様なワーク・ライフ・バランスを尊重する 

３箇条 知識 

   休暇制度、関連法等の知識を理解する 

４箇条 組織浸透 

   組織全体が、ライフを軽視せず積極的に時間を割くことを推奨し、広めていく 
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５箇条 配慮 

家族を伴う転勤や単身赴任など、私生活に大きく影響を及ぼす人事には最大の配

慮をする 

６箇条 情報共有 

育児休業者などが出ても、組織内の業務が滞りなく進むよう、マニュアルや組織

内の情報共有の仕組みを作り、チームワークの醸成、テレワークなどの活用など、

可能な手段を講じていること 

７箇条 時間捻出 

部下がライフの時間を取りやすいように、会議の削減、書類の削減、意思決定の 

迅速化など業務効率化を図る 

８箇条 提言 

上司や、人事部門などに対し、ワーク・ライフ・バランスを重視した経営をする 

重要性 

９箇条 有言実行 

働き方改革に取り組む「イクボス宣言事業所」は業績も向上することを実証し、 

社会に広める努力をすること 

１０箇条 まず、※隗（かい）より始めよ 

   上司自ら、仕事と私生活のバランスを重視し、人生を楽しんでいること 

 ※ことわざ 事を始めるには、自分からやりださなければならない。人に言いつける 

前に自分が積極的に着手せよ、との意 

（３）公表結果を評価し改善を図る（ＰＤＣＡサイクルを実行する） 

年度ごとに職員アンケート結果を分析し、次年度への改善に向けた取り組みを行う。継

続的なアンケート調査を行い現状把握に努める。 

（４）持続可能な開発目標ＳＤＧｓの理念を全職員が理解し、個人又は組織が持続可能な

社会を実現するための行動を起こす。 

本計画は、ＳＤＧｓの１７の目標のうち、特に関連の深い次の目標達成に寄与する。 

目標５：ジェンダー平等を達成し、全ての女性の能力強化を行う。 

目標８：包括的かつ持続可能な経済成長及び全ての人々の完全かつ生産的な雇用と働き

甲斐のある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を推進する。 
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目標１３：気候変動及びその影響による気候関連災害や自然災害に対する対応力を強化

する。 

（５）不妊治療に係る職場での理解を深めるため、担当課職員の研修参加及び国の取り組

み状況等の情報を職員へ積極的に発信する。 

近年の晩婚化等を背景に不妊治療を受ける労働者は増加傾向にある。厚生労働省の労働

政策審議会の資料（第３４回労働政策審議会等）によると不妊治療を受ける夫婦は約５．

５組に１組とのことである。 

不妊治療と仕事の両立支援は重要な課題であり、該当職員は精神的、経済的にも負担を

強いられる。他人事とは考えず、消防組織であるがゆえの強いチームワークをもって、ま

ずは職員全体が良い理解者となり、組織を挙げて心理的サポートを充実させる。 

（６）ハラスメント対策の強化 

ハラスメントを意識するがあまり本来指導すべき事案を見過ごし、重大な事故につなが

るようなことがあっては本末転倒である。全職員がお互いを尊重する意識を強く持ち、消

防という業務の特殊性上、大声での注意や危険な場面におけるとっさに出る強い口調は適

正な指導の範疇である。また、ハラスメント事案の発生に関係なく通年において各所属長

は、適正なハラスメントに関する共通認識を持つための教養研修を実施し、日頃からの対

策を徹底する。 

ハラスメント行為 

職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性や背景に行われる暴力行為等、相手の

尊厳や人格を侵害する行為。部下から上司に対するハラスメントも同様である。 

消防職員の士気の低下→職場環境の悪化→消防力の低下→住民サービスの低下に至る

ことを肝に銘じる。 

 

 ２ 働き方を見直す 

我が国は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「育児や介護の両立など、働き方の

ニーズの多様化」などの状況に直面している。こうした中、投資やイノベーションによる

生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが

重要な課題となっている。 

 「働き方改革」は、この課題の解決のため、労働者の置かれた個々の事情に応じ、多様
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な働き方を選択できる社会を実現し、働く一人ひとりがより良い将来の展望を持てるよう

になることを目指し２０１９年４月から「働き方改革関連法」が順次施行されている。 

 日本の労働生産性については、ＯＥＣＤ加盟国の中でも低い値となっており、主要７か

国中で最下位となっている。戦後の高度成長期以来、働けば働くほど待遇が上がっていく

状況の中で「睡眠時間が少ないことを自慢し、超多忙なことが生産的」といった価値観が

生まれた。しかし、その価値観はすでに昭和の産物であり時代にそぐわない思想であるこ

とは周知の事実である。 

 吉川松伏消防組合では、特に時間外労働の削減、年次有給休暇の取得促進及び労働生産

性の向上に注力することで働きやすい環境の整備を実現し、働き方改革を促進していくこ

ととする。職員一人ひとりが労働生産性を高める意識を持ち、また管理職員は率先して不

要な業務を徹底的に排除し、組織内のコミュニケーションを密にして、チーム一丸となっ

て業務の効率化を図る。 

 

（１）時間外勤務の縮減及び適正な時間外勤務の管理 

 所属長及び管理職の職員は、部下の執務状況の把握に努め、職員の業務遂行が円滑かつ

効率的に実施されるよう、事務の簡素化、合理化を念頭に、時間外勤務を減らす職場の雰

囲気づくりを行うものとする。 

繁忙期等により致し方ない場合には、吉川松伏消防組合消防本部の時間外勤務取扱要領

（平成２２年消防長決裁）に基づき適切な運用を図り、いわゆるサービス残業の防止を徹

底するものとする。併せて職員の勤務時間、休日及び休暇に関する運用規程（平成１０年

吉川松伏消防組合消防本部訓令第１号）に基づく始業及び終業時間の臨時繰り上げ等の運

用を有効に活用し働きやすい環境整備を図る。 

 消防本部の所属長は、ノー残業デー（毎週水曜日）には１８時までに消灯するよう努め、

繁忙期でノー残業デーの確保が困難な場合には交代等の方法により職員を週１回定時退庁

させることとする。 

（２）年次有給休暇の取得促進 

管理職の職員は、率先して年次有給休暇や心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充

実を図る特別休暇を取得及び促進を行い、職員が取得しやすい職場環境づくりに努めるこ

ととし、全ての職員が年次有給休暇を取得できるよう考慮すること。 
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職員は次のようなときには、事前に年次有給休暇の取得希望をし、家族との絆を深め、

職業生活、家庭生活の両立を図ることとする。また、学校行事等で取得希望の職員が重な

りどうしても勤務人数の確保が出来ない場合には、所属長が所属を超えて勤務の調整を行

い人員確保することも可能とする。（消防署組織規程（平成９年吉川松伏消防組合消防本部

第３号）第９条） 

（例）家族の誕生日、結婚記念日、子供の入学式、卒業式、学芸会、運動会、子供の大会

等の行事 

 

目標 

年次有給休暇取得日数を１人あたり年間平均１０日以上にします。 

（３）労働生産性を向上する 

労働生産性の低下の要因は複数存在するが、「長時間労働の常態化によるパフォーマン

スの低下」と「非効率な業務処理」が主な要因であると推測される。 

生産性の向上には、職員一人ひとりの意識変革及び管理職等が積極的に生産性を上げる

体制づくりを心掛けることが重要である。今までの常識、慣例などにとらわれすぎず真に

必要な業務の見極め及び不要な事務処理等を削減する。効率化を重視するあまり過剰な管

理、削減で逆に労働生産性を下げてしまう恐れがあることにも注意が必要である。 

新しいアイデアを生み出したり、よりよい改善を促したりすることは、余裕な時間を職

員に与えることも必要であることから、「ムダの削減」に集中しすぎて、本来の目的を見失

わないようにする。 

（４）育児休業の取得促進 

（育児休業を取得しやすい環境整備） 

「家庭のことより仕事を優先すべき」というような職場優先の意識を改善するため、所

属長をはじめ管理職の職員は古い意識の是正を進め、育児休業を取得しやすい雰囲気の醸

成を行う。また、配偶者の出産に伴い特別休暇を取得する申請があった際には所属長及び

管理職の職員は申請した部下に対して育児休業制度について、必要に応じて取得促進を行

うものとする。 

（周知の方法） 

育児休業推進月間を毎年７月に作り、回覧等により育児休業や子育て世代に対して育児
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休業制度についての周知を行い、職員一人ひとりが育児休業に理解を深めるものとする。 

（経済支援の充実） 

育児休業期間中の経済支援については、埼玉県市町村職員共済組合の掛金が免除される

ことの他に育児休業開始から１８０日までは標準報酬の日額６７％それ以降は５０％が育

児休業手当金として支給される。平成２９年からは子供が１歳に達した後でも要件により

最長２歳まで支給期間が再延長できるよう拡大された。 

子育てと仕事の両立を目指すためには、必要な人が必要なときに育児休業や部分休業を

取得できることが大切である。固定的な性別役割分担意識の是正を進め、育児休業が取得

しやすい職場環境、雰囲気作りを推進すると共に、子育て中の職員、妊娠中の職員、これか

ら育児休業を取得しようとしている職員は、制度を最大限活用するために、所属長や上司

にできる限り早めに相談を行うようにすること。 

 

目標 

計画期間内に、育児休業の取得率を次の水準以上にする。 

男性職員・・・取得率１０％以上にします 

女性職員・・・取得率１００％にします 

（５）特別休暇の取得促進 

出産・子育て等に関する各種特別休暇制度について、取得しやすい環境やその取得手続

きを含め周知を図り、職員個人の意識改革に努める。また所属長や管理職の職員が制度に

ついてよく理解し、必要に応じて業務分担の見直しを図る。また、休暇取得が重複した場

合は年次有給休暇の取得促進と同様に署所間及び本部職員等の協力も考慮するなど、休暇

が必要な職員が取得できるように努めること。また子の病気のために、急に休暇を取得し

なければならない場合などは、お互い様の気持ちを持ち周りの職員から理解を得られるよ

う職場風土の醸成に努めること。 

（６）その他の多様な取り組み 

ＩＣＴを積極的に活用した業務効率化を図るための取り組みを調査、検討、推進する。 
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３ 女性の職場での活躍を推進する 

 吉川松伏消防組合の女性職員の割合は極めて低い状況である。よって無意識的に男性中

心とした考え方に偏った組織となってしまっている可能性が否定できない。あらゆる業務

に対して一方的な見方しかできないことは、現代社会の意に反しており、負の要素のみで

あることから、平明性のある組織運営を図るため、積極的に女性職員の採用及び活躍推進

の場を確保していく。また、性別を問わず子育て等で時間制約がある職員が、その意欲と

能力を発揮できるような子育てキャリアの両立を図れる環境を整備する。 

 

（１）意欲と能力に応じた人事配置 

職員人事評価制度及び自己申告書による本人の意向も可能な限り考慮するほか、消防行

政に対する幅広い視野の育成等を図るため、多様な職務を経験させます。また、キャリア

アップにつながると考えられる研修の受講を勧め女性職員の意欲と能力をより一層発揮、

開発できる人事配置に取り組む。 

（２）女性職員の採用取り組みの強化 

近年における女性職員の割合、採用した職員に占める女性職員の割合が低い率で推移し

ている。このことから、採用試験実施における募集要項、当組合ホームページなどの周知

において、消防組合における女性職員の活躍や仕事と子育てにおけるコメントの紹介など、

女性が活躍できる職場であることを広報し、女性受験者の拡充に取り組む。 

（３）職場環境の整備促進 

吉川松伏消防組合は、吉川消防署、南分署及び松伏消防署の３つの消防庁舎施設により、

消防業務活動を行っている。女性が活躍できる職場であるためには、組織の活性化及び勤

務意欲の向上を図るための人事異動配置などにおける制限をなくす必要がある。平成３０

年度から全ての消防署、分署で女性の交代制勤務ができる設備を整備したところではある

が、更なる充実を目指し、今後も引き続き女性が活躍できる職場環境、施設の構築に取り

組む。 

（４）女性活躍推進法の状況及び目標（公表内容） 

① 採用した職員に占める女性職員の割合 

令和３年４月１日現在 

採用者数（人） 男性（人） 女性（人） 比較 
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５ ５（１００％） ０（０％） △５（△１００％） 

 

目標 

令和３年４月１日に採用した職員に占める女性職員の割合は０％であることから、女性受

験者数の増加に努めるとともに、採用状況にもよるが、令和８年度当初までに職員に占め

る女性職員割合を３％以上を目指します。 

 

② 平均した継続勤務年数の男女の差異 

令和３年４月１日現在（市からの派遣及び再任用職員を除く） 

 男性（割合） 女性（割合） 差異（割合） 

職員数（人） １５１（９８％） ３（２％） △１４８（△９６％） 

継続勤務年数（年） １７．０ ２０．３ ３．３ 

 

目標 

令和３年４月１日現在における平均した継続勤務年数の男女の差異は３．３年であるこ

とから、著しい差異が生じないよう現状維持を目標に設定する。また、性差なく勤務環

境、制度を起因とする離職率を０％に目標を設定する。 

 

③ 職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間 

年月 男性（時間） 女性（時間） 比較 

令和２年 ４月 ２．３ ０．６ △１．７ 

令和２年 ５月 ２．５ ３．６ １．１ 

令和２年 ６月 ２．１ ２．０ △０．１ 

令和２年 ７月 ４．２ ２．６ △１．６ 

令和２年 ８月 ３．８ ３．３ △０．５ 

平成２年 ９月 ２．９ ４．６ １．７ 

平成２年１０月 ３．３ ２．３ △１．０ 

令和２年１１月 ４．２ ３．６ △０．６ 
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令和２年１２月 ３．６ ２．４ △１．２ 

令和３年 １月 ３．５ ３．６ ０．１ 

令和３年 ２月 ２．８ ２．３ △０．５ 

令和３年 ３月 ３．６ ３．３ △０．３ 

平均 ３．２ ２．８ △０．４ 

 

目標 

令和２年度中における職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間においては、消防職

員における交替制勤務職員の割合や概ね災害対応に因るものであり、また、男性より

女性の超過勤務時間が少ない結果となっているが、男女問わず、災害対応に因るもの

以外の事務的業務などの超過勤務削減を目標に設定する。本計画の２、（１）の時間外

勤務の縮減及び適正な時間外勤務の管理の取り組みを実施する。 

 

④ 各役職における職員に占める女性職員の割合 

令和３年４月１日現在（市からの派遣及び再任用職員を除く） 

職位等 全体 男性（割合） 女性（割合） 

消防長（人） １ １（１００％） ０（０％） 

次長級（人） ２ ２（１００％） ０（０％） 

課長級（人） ７ ７（１００％） ０（０％） 

課長補佐級（人） １７ １７（１００％） ０（０％） 

係長級（人） ４４ ４２（ ９５％） ２（５％） 

主 任（人） ２１ ２１（１００％） ０（０％） 

主 事（人） ６２ ６１（ ９８％） １（２％） 

 １５４ １５１（ ９８％） ３（２％） 

 

目標 

令和３年４月１日現在における各役職段階にある職員に占める女性職員の割合は係長以上
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においては５％である。引き続きこの推移を保ちつつも、年齢構成等によるものではある

が、令和８年度当初までに管理職（課長補佐級以上）に占める女性職員を４％以上に目標

を設定する。 

 

⑤ 男女別の育児休業取得率及び平均取得期間 

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日 

 男性 女性 比較 

対象者（人） ２３ ０ ― 

取得者（人） ０ ０ ０ 

取得率（％） ０ ０ ０ 

取得期間（月） ０ ０ ０ 

平均取得期間（月） ０ ０ ０ 

※ ３歳に達する日までの子を養育している職員を対象者としたもの 

 

目標 

育児休業の承認を受けようとする職員の意向を踏まえるものとするが、男性における対象

者に対する取得率が０％であることから取得率１０％以上を目標に設定し、女性において

今回は対象者がいなかったが、対象者となる職員に対しては、取得期間１２月以上の取得

率１００％を目標に設定する。 

 

⑥ 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率及び平均取得日数 

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日 

 男性 備考 

対象者（人） ９ 期間内に妻の出産があった者を対象 

取得者（人） ９ 期間内に休暇を取得した者 

取得率（％） １００  

取得日数 ６７  

平均取得日数 ７．４日  
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 Ⅵ 本計画の実現のために 

 本組合の厳しい財政状況下では、余剰人員を配置することは難しく、その点においてこ

のプランを実行していくことは決して容易ではない。価値観の多様化や業務の多様性が進

む中で、市町民の目線に立った一人の生活者として、笑顔で仕事のできる職場環境を作る

ことは、私たちの職場にとって重要であるばかりではなく、市町民に対する行政サービス

の向上に資するものであるという認識を持ち、全職員がお互いに尊重し、協力し合い、取

り組んでいくこととし本行動計画を全職員に対して進めていくものとする。 

 

Ⅶ 用語の解説 

○次世代育成支援対策推進法 

 急速な少子化の進行等を踏まえ、時代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育

成される環境の整備を図るための法律。 

 

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

 仕事で活躍したいと希望するすべての女性が、個性や能力を存分に発揮できる社会の実

現を目指して、２０１５年８月に成立した法律。令和元年６月常時雇用する労働者が１０

１人以上の事業主に計画策定を義務付けされる。 

 

○イクボス宣言  

職場で共に働く部下のワーク・ライフ・バランスを考え、その人のキャリアと人生を応

援しながら、組織の業績を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司とし

て、上司自らが宣言すること。 

 

○ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals） 

 ２０１５年９月の国連サミット加盟国の全会一致で採択された２０３０年までに持続可

能でより良い世界を目指す国際目標。１７のゴール・１６９のターゲットから構成され、

地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っている。発展途上国のみならず、先進国自身

が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、日本国も積極的に取り組んでいる。 

（１７の達成目標） 
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1.貧困をなくす 2.飢餓をゼロに 3.全ての人に健康と福祉を 4.質の高い教育をみんな

に 5.ジェンダー平等を実現 6.安全な水とトイレを世界中に 7.エネルギーをみんなに

そしてクリーンに 8.働きがいも経済成長も 9.産業と技術革新の基盤をつくろう 10.

人や国の不平等をなくそう 11.住み続けられるまちづくりを 12.つくる責任つかう責

任 13.気候変動に具体的な対策を 14.海の豊かさを守ろう 15.陸の豊かさも守ろう 16.

平和と公正を全ての人に 17.パートナーシップで目標を達成しよう 

 

○埼玉県多様な働き方実践企業 

仕事と家庭の両立を支援するため、テレワークや短時間勤務など、多様な働き方を実践

している企業等を県が認定する。県は基準を満たす企業等を認定し、働きやすい企業とし

て PRする。 

 

○ワーク・ライフ・バランス 

仕事は生活を支えるために必要なものであるとともに、家族や趣味などプライベートの

時間も充実した人生を送る上で欠かすことのできないものである。ワーク・ライフ・バラ

ンスは仕事もプライベートもどちらも充実させる働き方・生き方を意味する。 

 

○働き方改革 

一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジ。多様な働き方を可能とすると共に、中

間層の厚みを増しつつ、格差の固定化を回避し、成長と分配の好循環を実現するため、働

く人の立場・視点で取り組むこと。 

 

○ＯＥＣＤ・主要７か国 

１９６１年９月に発足した国際経済協力開発機構。現在３８ヵ国が加盟している。（日本

は１９６４年に加盟）。目的は世界経済発展のための貢献、途上国の開発援助、多角的自由

貿易体制の拡大等。 

（主要７か国） 

日本、アメリカ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、カナダ 
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○ＩＣＴ 

通信技術を活用したコミュニケーション方法。 

 


